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１．事例の概要 

経産婦。妊娠３０週に妊娠糖尿病の診断で栄養指導と運動療法が指示 

された。妊娠３９週１日のＮＳＴは、胎児心拍数１８０回／分台で、基線細

変動減少を認め、一過性徐脈とも、基線が揺れている、定まらないとも読み

取れる波形であった。妊娠３９週３日、妊産婦は陣痛開始のため入院となっ

た。入院時の胎児心拍数陣痛図は、胎児心拍数基線１５５拍／分、心拍数は

ゆっくり上昇しており、一過性頻脈とは判読できない波形であった。陣痛開

始から６時間後に自然破水し、羊水混濁は認めなかった。破水から１８分後

に経腟分娩で児が娩出された。臍帯巻絡はなく、児側より１０ｃｍ程過捻転

があり臍帯中央部に過捻転に伴う偽結節があった。羊水混濁は（２＋）であ

った。 

児の在胎週数は３９週３日、出生体重は２９００ｇ台であった。臍帯動脈

血ガス分析値は、ｐＨ６．９７、ＢＥ－１３ｍｍｏｌ／Ｌで、アプガースコ

アは生後１分６点、生後５分７点であった。出生時、努力呼吸を認め酸素投

与が行われた。生後２日に酸素投与が中止され、生後５日に哺乳は緩慢であ

るが退院となった。生後４ヶ月に痙攣様の動きがあることから、高次医療機

関に紹介され、脳波検査の結果、点頭てんかんと診断された。頭部ＣＴでは、

「脳室拡大、左右差あり、左脳やや萎縮」との所見であり、頭部ＭＲＩでは、
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「両側に少量の硬膜外血腫が認められ、大脳は左側優位の萎縮あり、中心溝

近傍の皮質の萎縮あり」との所見であった。生後１年３ヶ月の頭部ＭＲＩで

は、「大脳は左側優位の萎縮あり、出血や腫瘤性病変は認めない」との所見で

あった。遺伝子解析では、てんかん症候群の既知候補遺伝子解析にて病的変

異同定されなかった。 

本事例は病院における事例であり、産科医１名、小児科医１名と、助産師

１名、看護師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、妊娠３９週１日の外来受診以前に、

一時的な虚血による脳損傷が発生し、胎児の中枢神経障害を生じたことによ

ると考えられる。分娩中の低酸素・酸血症は増悪因子となった可能性がある。

これらの原因は特定出来ないが、臍帯血流障害の可能性が考えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

    妊娠糖尿病の診断、管理は一般的である。妊娠３９週１日のＮＳＴを異常

波形と考えずに終了したことは医学的妥当性がない。 

入院時から分娩監視装置を装着したことは一般的である。胎児心拍数陣痛

図上、一過性頻脈を認めず、軽度遷延一過性徐脈が出現している状況であり、

分娩監視装置を連続装着しなかったことは医学的妥当性がない。分娩時の対

応については一般的である。臍帯動脈ガス分析を行ったことは一般的である。 

出生後の蘇生について診療録に記載がないことは一般的ではない。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 



 
 

 - 3 - 

  （１）胎児心拍数陣痛図の判読について 

本事例では、連続モニタリングが必要である状況にも関わらず行われ 

ていなかった。胎児心拍数陣痛図の判読と対応を「産婦人科診療ガイド 

ライン－産科編２０１４」に沿って習熟することが望まれる。 

 （２）羊水量の測定について 

    診療録上の図からは羊水量の測定に関して疑問がある。羊水量の超音

波断層法について習熟することが望まれる。 

（３）分娩監視装置の装着について 

胎児心拍数陣痛図では陣痛の計測が軽視されやすいが、陣痛の計測は徐

脈の判定において重要であり、記録が不鮮明な場合は、正確に記録される

よう分娩監視装置を装着し直すことが望まれる。 

 （４）診療録の記載について 

    本事例において、ＮＩＣＵに入院するまでの児の状態に関する記録が 

不十分であった。観察した事項については、診療録に記録することが望 

まれる。 

 （５）胎盤病理組織学検査について 

    胎盤病理組織学検査は、原因不明の解明に寄与する可能性があるので、

分娩経過に異常があった場合や、重症の新生児仮死が認められた場合に

は実施することが望まれる。 

  

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

（１）事例検討について 

    本事例では児は数日で退院し事例検討は行われていないが、その後脳

性麻痺を発症していることから、当該報告書を基に改めて事例の検討を

行うことが望まれる。 
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（２）当直帯との連携について 

       外来での診察において要注意とした事例は､主治医から当直医に遅滞

なく引き継ぐ体制を構築することが望まれる｡ 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

原因の特定が困難な事例の研究について 

    胎内においてすでに中枢神経障害が存在する場合の診断･管理に対して

調査･研究が行われることが望まれる｡ 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


